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学校法人別府大学個人情報保護に関する規則細則 

 

平成１７年４月１日 制定 

 

 （目 的） 

第１条 この細則は、学校法人別府大学個人情報保護に関する規則（以下「保護規則」という。）

第１８条の規定に基づき、必要な事項を定める。 

 

 （取扱事務の登録） 

第２条 保護規則第８条に規定する個人情報事務登録簿（細則様式１号）には、次に掲げる事項

を記載しなければならない。 

 （１）事務取扱所管部課の名称 

 （２）事務取扱開始年月日 

 （３）取扱事務の目的 

 （４）個人情報の記録項目及び記録範囲 

 （５）個人情報の取得失及び取得方法 

 （６）コンピュータ等機械による処理の有無 

 （７）委員会での審議結果から特に必要とする事項 

 （８）その他事務取扱上必要とする事項 

 

 （登録簿作成等の例外） 

第３条 前条の規定に関わらず、次に掲げる個人情報については、登録簿の作成及び個人情報保

護委員会への付議並びに報告を必要としない。 

 （１）法令又は法人の規定によって取得するもの 

 （２）すでに登録されている個人情報の一部又は全部を記録するものであって、その保有目的

があらかじめ定められている目的の範囲内と認められているもの 

 （３）学術研究の目的だけに作成・使用するもの 

 （４）主に試験的なコンピュータ処理用に供するもの 

 

 （個人情報取得の願い出） 

第４条 法人の役職員が新たに個人情報を取得するときは、あらかじめ次の事項を記載した文書

（細則様式２号）によって、管理責任者に願い出なければならない。 

 （１）個人情報の利用目的・理由 

 （２）個人情報の取得対象者 

 （３）個人情報の取得方法 

 （４）個人情報の取得事項 

 （５）個人情報の記録形態 

 （６）当該個人情報の試用期間 
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 （７）当該個人情報の管理方法 

 （８）当該個人情報の第三者への提供の有無 

２ 前項により願い出た事項を変更又は廃止するときは、業務責任者はあらかじめこれを管理責

任者に報告しなければならない。 

 

 （第三者への提供の例外適用に係る願い出） 

第５条 保護規則第１１条第１項第１号から第５号の各号に該当して、個人情報を利用又は第三

者に提供する場合は、当該部局の業務責任者又は細則様式第３号によって管理責任者の許可を

得なければならない。 

２ 緊急に対応しなければならない場合は、当該部局の業務責任者は管理責任者の承諾を得たう

えで対応し、その事後に細則様式第３号によって管理責任者にたいしてすみやかに報告しなけ

ればならない。この場合は、許可願を「報告書」と読みかえるものとする。 

 

 （保護規則の解釈） 

第６条 保護規則の運用について疑義が生じた場合は、個人情報保護委員会において、その解釈

について定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 
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細則様式１号（細則第２条関係）                           ［学内］ 

個人情報事務登録簿 

事務取扱部署  取扱開始年月日  

取扱事務の目的 

 

個人情報の記録 

項目 

 

個人情報の記録 

範囲 

 

個人情報の取得 

 先 

 

個人情報の取得 

方法 

 

コンピュータ等 

機械による処理 

の有無 

有り      無し 

個人情報の管理 

方法 

 

委員会での審議 

結果から特に必 

要とする事項 

 

その他事務取扱 

上必要とする事 

 項 
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細則様式２号（細則第４条関係） 

理事長 常任理事 
法 人 
事務局長 

個 人 情 報 
管理責任者 

所属長 
  

       

個人情報取得許可願 

（提出年月日）   年  月  日  

 

     個人情報管理責任者 殿 

所属・職名                    

氏   名                ㊞  

  別府大学個人情報保護に関する規程細則第４条の規定に基づき、次のとおり願出ますので、 

 許可願います。  

個人情報の利用 

目的・理由 

 

個人情報の取得 

対象者 

 

個人情報の取得 

方法 

１．本人 

２．第 10 条第５項による第三者から取得 

個人情報の取得 

事項 

                                     

                                     

                                     

個人情報の管理 

方法 

 

個人情報の第三 

者への提供の有 

無 

有り       無し 

［「有り」の場合、その提供先を明記の上、細則様式３号を提供すること。］ 

提供先                                

個人情報の記録 

形態 

 個人情報の 

試用期間 

令和  年  月  日から 

令和  年  月  日まで 

願い出事項の変 

更内容 

 願い出の廃 

止期間 

 

（参考）第１０条第５項 

 個人情報の取得は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三者から取得することができる。 

（１）法令の規定に基づくとき。 

（２）本人の同意があるとき。 

（３）出版、報道等により公にされているとき。 

（４）個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とが困難であるとき。 
（５）指導又は相談援助に関わって、本人から取得したのでは目的を達成することができないか、業

務に支障があると認められるとき。 
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細則様式３号（細則第５条関係） 

理事長 常任理事 
法 人 

事務局長 

個 人 情 報 

管理責任者 
所属長 

  

       

保有個人データ第三者提供許可願 

（起案年月日）   年  月  日 

     

個人情報管理責任者 殿 

起案者                     

所属・職名                   

氏   名                ㊞  

   別府大学個人情報に関する規程細則第５条の規定に基づき、保有個人データを第三者に 

  提供したいので、許可願います。 

個人情報記録 

の件名又は内容 

 

提 供 先 
 

提供した理由 

別府大学個人情報保護に関する規程第１１条第１項ただし書き（該当する 

番号に○を付す） 

（１）法令の規定に基づくとき。 

（２）本人の同意があるとき。 

（３）個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき。 

（４）公衆衛生の向上又は学生等の健全な育成の推進のために特に必要がある場

合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

（５）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事

務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を

得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 ［具体的な理由］［救急対応の理由］（別紙添付することも可） 

 

 

 

添 付 書 類 

 

（記入方法等） 

 １ 添付書類は、保有個人データの請求からの文書を添付すること。 

 


